
2021（令和 3）年 8月 31日 

 総務部・財政課 

 

令和３年度みやま市一般会計補正予算第５号の概要 

 
８月１１日からの大雨に伴い、緊急を要する経費について、令和３年８月１８日に専決処

分を行いました。 

なお、専決処分の補正額は、５，５４３万円です。主な内容は、以下のとおりです。 

 

 

【令和３年８月豪雨 災害対策補正予算】 

  ＜建設都市部＞ 

  ●機械借上料（道路等） … １，０００万円 

公共土木施設（市道・河川）が被災した箇所の機械借上料（約 50ヵ所）。 

 

  ●機械借上料（水路等） … １，０００万円 

農業用施設（水路等）が被災した箇所の機械借上料（約 50ヵ所）。 

 

  ●機械借上料（林道） … ５００万円 

林道等が被災した箇所の機械借上料。 

 

  ●燃料費（各排水機場、雨水ポンプ場） … １，１９０万円 

排水機場及び雨水ポンプ場の燃料費が不足するため、追加補正するもの。 

 

  ●その他の経費 … ２６５万円 

下小川団地浄化槽雨水等汲取料 75万円、公園機械借上料 50万円、雨水ポンプ場修理費

120万円、雨水ポンプ場等ごみ処分委託料 20万円。 

 

 

  ＜環境経済部＞ 

  ●災害廃棄物収集・処分委託料 … ６００万円 

大雨により排出された災害廃棄物（電化製品、家具、廃ビニール、廃タイヤなど）の回

収及び処分を行う。 

 

  ●被災住宅便槽汲取料 … ８００万円 

大雨により冠水した住宅に設置されている便槽に流入した雨水等の汲取料。 

 

  ●流木等収集・処分委託料 … ５０万円 

大雨に伴う流木等の収集・処分を行う。 

 

  ●その他の経費 … １３８万円 

消耗品費（消石灰代）70万円、家電リサイクル手数料 68万円。 


